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国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
を
補
足
す
る
人
、
特
に
女
性
及
び
児
童
の
取
引
を
防
止
し
、
抑

止
し
及
び
処
罰
す
る
た
め
の
議
定
書

前
文

こ
の
議
定
書
の
締
約
国
は
、

人
、
特
に
女
性
及
び
児
童
の
取
引
を
防
止
し
及
び
こ
れ
と
戦
う
た
め
の
効
果
的
な
行
動
が
、
そ
の
よ
う
な
取
引
を
防
止
し
、

取
引
を
行
っ
た
者
を
処
罰
し
及
び
取
引
の
被
害
者
を
保
護
す
る
た
め
の
措
置
（
人
身
取
引
の
被
害
者
の
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た

人
権
を
保
護
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
含
む
出
身
国
、
通
過
国
及
び
目
的
地
国
に
お
け
る
包
括
的
及
び
国
際
的
な
取
組
を
必
要

と
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、

人
、
特
に
女
性
及
び
児
童
に
対
す
る
搾
取
と
戦
う
た
め
の
規
則
及
び
実
際
的
な
措
置
を
含
む
種
々
の
国
際
文
書
が
存
在
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
身
取
引
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
対
処
す
る
普
遍
的
な
文
書
が
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
を
考
慮
し
、

そ
の
よ
う
な
文
書
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
人
身
取
引
の
害
を
受
け
や
す
い
者
が
十
分
に
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
を
憂
慮

し
、

（
仮
訳
文
）
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国
際
連
合
総
会
が
、
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
包
括
的
な
国
際
条
約
を
作
成
す
る
こ
と
並
び
に
特
に
女
性
及
び

児
童
の
取
引
に
対
処
す
る
国
際
文
書
の
作
成
に
つ
い
て
討
議
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
政
府
間
特
別
委
員
会
（
す
べ
て
の
国
が

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
千
九
百
九
十
八
年
十
二
月
九
日
の
国
際
連
合
総
会
決
議
第
百
十

一
号
（
第
五
十
三
回
会
期
）
を
想
起
し
、

人
、
特
に
女
性
及
び
児
童
の
取
引
を
防
止
し
、
抑
止
し
及
び
処
罰
す
る
た
め
の
国
際
文
書
に
よ
り
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防

止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
を
補
足
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
を
防
止
し
及
び
こ
れ
と
戦
う
た
め
に
有
益
で
あ
る
と
確

信
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

Ⅰ

一
般
規
定

第
一
条

国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
と
の
関
係

１

こ
の
議
定
書
は
、
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
を
補
足
す
る
。
こ
の
議
定
書
は
、
同
条
約
と
と

も
に
解
釈
さ
れ
る
。

２

同
条
約
の
規
定
は
、
こ
の
議
定
書
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
議
定
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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３

第
五
条
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
は
、
同
条
約
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
と
み
な
す
。

第
二
条

目
的

こ
の
議
定
書
は
、
次
の
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

女
性
及
び
児
童
に
特
別
の
考
慮
を
払
い
つ
つ
、
人
身
取
引
を
防
止
し
及
び
こ
れ
と
戦
う
こ
と
。

人
身
取
引
の
被
害
者
の
人
権
を
十
分
に
尊
重
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
者
を
保
護
し
及
び
援
助
す
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
締
約
国
間
の
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
。

第
三
条

用
語

こ
の
議
定
書
の
適
用
上
、

「
人
身
取
引
」
と
は
、
搾
取
の
目
的
で
、
暴
力
若
し
く
は
そ
の
他
の
形
態
の
強
制
力
に
よ
る
脅
迫
若
し
く
は
こ
れ
ら
の

行
使
、
誘
拐
、
詐
欺
、
欺
も
う
、
権
力
の
濫
用
若
し
く
は
弱
い
立
場
の
悪
用
又
は
他
人
を
支
配
下
に
置
く
者
の
同
意
を
得

る
目
的
で
行
う
金
銭
若
し
く
は
利
益
の
授
受
の
手
段
を
用
い
て
、
人
を
採
用
し
、
運
搬
し
、
移
送
し
、
蔵
匿
し
又
は
収
受

す
る
こ
と
を
い
う
。
搾
取
に
は
、
少
な
く
と
も
、
他
人
を
売
春
さ
せ
て
搾
取
す
る
こ
と
若
し
く
は
そ
の
他
の
形
態
の
性
的

搾
取
、
強
制
的
な
労
働
若
し
く
は
役
務
の
提
供
、
奴
隷
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
行
為
、
隷
属
又
は
臓
器
摘
出
を
含
め
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る
。

に
規
定
す
る
手
段
が
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
人
身
取
引
の
被
害
者
が

に
規
定
す
る
搾
取
に
つ
い
て
の
同
意
を
し

て
い
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。

搾
取
の
目
的
で
児
童
を
採
用
し
、
運
搬
し
、
移
送
し
、
蔵
匿
し
又
は
収
受
す
る
こ
と
は
、

に
規
定
す
る
い
ず
れ
の
手

段
が
用
い
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
人
身
取
引
と
み
な
さ
れ
る
。

「
児
童
」
と
は
、
十
八
歳
未
満
の
す
べ
て
の
者
を
い
う
。

第
四
条

適
用
範
囲

こ
の
議
定
書
は
、
こ
の
議
定
書
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
条
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
で
あ

っ
て
、
性
質
上
国
際
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
組
織
的
な
犯
罪
集
団
が
関
与
す
る
も
の
の
防
止
、
捜
査
及
び
訴
追
並
び
に
当

該
犯
罪
の
被
害
者
の
保
護
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
五
条

犯
罪
化

１

締
約
国
は
、
故
意
に
行
わ
れ
た
第
三
条
に
規
定
す
る
行
為
を
犯
罪
と
す
る
た
め
、
必
要
な
立
法
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
。

２

締
約
国
は
、
ま
た
、
次
の
行
為
を
犯
罪
と
す
る
た
め
、
必
要
な
立
法
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
。



- 5 -

自
国
の
法
制
の
基
本
的
な
概
念
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
１
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
の
未
遂

１
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
に
加
担
す
る
こ
と
。

１
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
を
行
わ
せ
る
た
め
に
他
の
者
を
組
織
し
又
は
他
の
者
に
指
示
す
る
こ
と
。

Ⅱ

人
身
取
引
の
被
害
者
の
保
護

第
六
条

人
身
取
引
の
被
害
者
に
対
す
る
援
助
及
び
そ
の
者
の
保
護

１

締
約
国
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
か
つ
、
国
内
法
に
お
い
て
可
能
な
範
囲
内
で
、
人
身
取
引
の
被
害
者
の
私
生
活
及
び
人

定
事
項
を
保
護
す
る
。
こ
の
保
護
に
は
、
特
に
、
人
身
取
引
に
関
す
る
法
的
手
続
を
秘
密
と
す
る
こ
と
を
含
む
。

２

締
約
国
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
自
国
の
法
律
上
又
は
行
政
上
の
制
度
に
人
身
取
引
の
被
害
者
に
対
し
て
次
の
も
の
を
提

供
す
る
措
置
を
含
め
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

関
連
す
る
訴
訟
上
及
び
行
政
上
の
手
続
に
関
す
る
情
報

犯
人
に
対
す
る
刑
事
手
続
の
適
当
な
段
階
に
お
い
て
、
防
御
の
権
利
を
妨
げ
な
い
方
法
で
被
害
者
の
意
見
及
び
関
心
が

表
明
さ
れ
及
び
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の
援
助

３

締
約
国
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
非
政
府
組
織
そ
の
他
の
関
連
団
体
及
び
市
民
社
会
の
他
の
要
素
と
協
力
し
て
、
特
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に
、
次
の
も
の
の
提
供
を
含
む
人
身
取
引
の
被
害
者
の
身
体
的
、
心
理
的
及
び
社
会
的
な
回
復
の
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と

を
考
慮
す
る
。

適
当
な
住
居

人
身
取
引
の
被
害
者
が
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
言
語
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
及
び
情
報
で
特
に
当
該
者
の
法
的
な

権
利
に
関
す
る
も
の

医
学
的
、
心
理
的
及
び
物
的
援
助

雇
用
、
教
育
及
び
訓
練
の
機
会

４

締
約
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
に
当
た
り
、
人
身
取
引
の
被
害
者
の
年
齢
、
性
別
及
び
特
別
の
ニ
ー
ズ
（
適
当

な
住
居
、
教
育
及
び
養
護
を
含
む
。
）
、
特
に
児
童
の
特
別
の
ニ
ー
ズ
を
考
慮
す
る
。

５

締
約
国
は
、
人
身
取
引
の
被
害
者
が
当
該
締
約
国
の
領
域
内
に
い
る
間
そ
の
身
体
の
安
全
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
。

６

締
約
国
は
、
人
身
取
引
の
被
害
者
が
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
受
け
る
可
能
性
を
提
供
す
る
措
置
を
自
国
の
国
内
法
制
に
含

め
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
七
条

受
入
国
に
お
け
る
人
身
取
引
の
被
害
者
の
地
位
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１

締
約
国
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
加
え
、
適
当
な
場
合
に
は
、
人
身
取
引
の
被
害
者
が
一
時
的
又

は
恒
久
的
に
当
該
締
約
国
の
領
域
内
に
滞
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
立
法
そ
の
他
の
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。

２

締
約
国
は
、
１
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
人
道
的
な
及
び
情
状
上
の
要
素
に
適
当
な
考
慮
を
払
う
。

第
八
条

人
身
取
引
の
被
害
者
の
送
還

１

締
約
国
は
、
人
身
取
引
の
被
害
者
で
あ
っ
て
自
国
の
国
民
で
あ
る
も
の
又
は
受
入
締
約
国
の
領
域
に
入
っ
た
時
点
で
自
国

の
永
住
権
を
有
し
て
い
た
も
の
の
送
還
を
、
不
当
又
は
不
合
理
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
、
当
該
者
の
安
全
に
妥
当
な
考
慮
を

払
い
つ
つ
、
容
易
に
し
及
び
受
け
入
れ
る
。

２

締
約
国
が
そ
の
人
身
取
引
の
被
害
者
が
自
国
の
国
民
で
あ
る
締
約
国
又
は
そ
の
者
が
受
入
締
約
国
の
領
域
に
入
っ
た
時
点

で
永
住
権
を
有
し
て
い
た
締
約
国
に
当
該
者
を
送
還
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
送
還
に
つ
い
て
は
、
当
該
者
の
安
全
及
び
当
該

者
が
人
身
取
引
の
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
的
手
続
の
状
況
に
妥
当
な
考
慮
が
払
わ
れ
る
も
の

と
し
、
か
つ
、
任
意
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

３

受
入
締
約
国
の
要
請
が
あ
る
場
合
に
は
、
要
請
を
受
け
た
締
約
国
は
、
不
当
又
は
不
合
理
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
、
人
身

取
引
の
被
害
者
が
自
国
の
国
民
で
あ
る
か
否
か
又
は
受
入
締
約
国
の
領
域
に
入
っ
た
時
点
で
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
永
住
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権
を
有
し
て
い
た
か
否
か
を
確
認
す
る
。

４

適
当
な
文
書
を
所
持
し
て
い
な
い
人
身
取
引
の
被
害
者
の
送
還
を
容
易
に
す
る
た
め
、
そ
の
者
が
自
国
の
国
民
で
あ
る
締

約
国
又
は
受
入
締
約
国
の
領
域
に
当
該
者
が
入
っ
た
時
点
で
永
住
権
を
有
し
て
い
た
締
約
国
は
、
受
入
締
約
国
の
要
請
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
者
が
自
国
の
領
域
に
渡
航
し
及
び
再
入
国
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
旅
行
証
明

書
又
は
そ
の
他
の
許
可
証
を
当
該
者
に
対
し
発
給
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

５

こ
の
条
の
規
定
は
、
受
入
締
約
国
の
国
内
法
に
よ
っ
て
人
身
取
引
の
被
害
者
に
与
え
ら
れ
る
い
か
な
る
権
利
も
害
す
る
も

の
で
は
な
い
。

６

こ
の
条
の
規
定
は
、
人
身
取
引
の
被
害
者
の
送
還
を
全
面
的
又
は
部
分
的
に
定
め
る
適
用
可
能
な
二
国
間
又
は
多
数
国
間

の
い
か
な
る
協
定
又
は
取
極
の
適
用
も
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

Ⅲ

防
止
、
協
力
及
び
そ
の
他
の
措
置

第
九
条

人
身
取
引
の
防
止

１

締
約
国
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
政
策
、
計
画
そ
の
他
の
措
置
を
定
め
る
。

人
身
取
引
を
防
止
し
及
び
こ
れ
と
戦
う
こ
と
。
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人
身
取
引
の
被
害
者
、
特
に
女
性
及
び
児
童
を
再
び
被
害
を
受
け
る
こ
と
か
ら
保
護
す
る
こ
と
。

２

締
約
国
は
、
人
身
取
引
を
防
止
し
及
び
こ
れ
と
戦
う
た
め
、
調
査
、
情
報
提
供
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
の
活
動
、
社

会
的
及
び
経
済
的
な
自
発
的
活
動
等
の
措
置
を
と
る
よ
う
努
め
る
。

３

こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
る
政
策
、
計
画
そ
の
他
の
措
置
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
非
政
府
組
織
そ
の
他
の
関
連
団

体
及
び
市
民
社
会
の
他
の
要
素
と
の
協
力
を
含
む
も
の
と
す
る
。

４

締
約
国
は
、
人
、
特
に
女
性
及
び
児
童
に
つ
い
て
人
身
取
引
の
害
を
受
け
や
す
く
す
る
要
因
（
貧
困
、
低
開
発
及
び
平
等

な
機
会
の
欠
如
を
含
む
。
）
を
軽
減
す
る
措
置
（
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
力
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
と
り
又
は
強

化
す
る
。

５

締
約
国
は
、
人
、
特
に
女
性
及
び
児
童
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
搾
取
で
あ
っ
て
人
身
取
引
の
起
因
と
な
る
も
の
を
助

長
す
る
需
要
を
抑
制
す
る
た
め
、
教
育
的
、
社
会
的
又
は
文
化
的
な
措
置
等
の
立
法
そ
の
他
の
措
置
（
二
国
間
及
び
多
数
国

間
の
協
力
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
と
り
又
は
強
化
す
る
。

第
十
条

情
報
交
換
及
び
訓
練

１

締
約
国
の
法
執
行
、
出
入
国
管
理
そ
の
他
の
関
係
当
局
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
次
の
事
項
を
判
断
す
る
こ
と
を
可
能
と
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す
る
た
め
、
自
国
の
国
内
法
に
従
っ
て
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
り
相
互
に
協
力
す
る
。

他
人
の
旅
行
証
明
書
を
所
持
し
又
は
旅
行
証
明
書
を
所
持
す
る
こ
と
な
く
国
境
を
越
え
又
は
越
え
よ
う
と
す
る
個
人
が

人
身
取
引
の
容
疑
者
又
は
被
害
者
で
あ
る
か
否
か
。

個
人
が
人
身
取
引
の
目
的
で
国
境
を
越
え
る
た
め
に
使
用
し
又
は
使
用
し
よ
う
と
し
た
旅
行
証
明
書
の
種
類

人
身
取
引
の
目
的
で
組
織
的
な
犯
罪
集
団
が
用
い
た
手
段
及
び
手
口
（
被
害
者
の
採
用
及
び
輸
送
、
経
路
並
び
に
人
身

取
引
を
行
う
個
人
及
び
集
団
の
相
互
の
関
係
を
含
む
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
を
探
知
す
る
た
め
の
可
能
な
措
置

２

締
約
国
は
、
人
身
取
引
の
防
止
に
従
事
す
る
法
執
行
、
出
入
国
管
理
そ
の
他
の
関
係
職
員
を
訓
練
し
又
は
こ
の
訓
練
を
強

化
す
る
。
当
該
訓
練
は
、
そ
の
よ
う
な
取
引
の
防
止
、
取
引
を
行
う
者
の
訴
追
及
び
被
害
者
の
権
利
の
保
護
（
取
引
を
行
っ

た
者
か
ら
の
保
護
を
含
む
。
）
に
用
い
ら
れ
る
方
法
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
訓
練
に
お
い
て
は
、
人
権

並
び
に
児
童
及
び
性
差
に
関
す
る
機
微
な
問
題
に
配
慮
す
る
必
要
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
並
び
に
非
政
府
組
織
そ
の
他

の
関
連
団
体
及
び
市
民
社
会
の
他
の
要
素
と
協
力
す
る
こ
と
を
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
。

３

情
報
を
受
領
し
た
締
約
国
は
、
情
報
を
提
供
し
た
締
約
国
が
そ
の
使
用
に
つ
い
て
課
し
た
制
限
に
係
る
い
か
な
る
要
請
に

も
従
う
。
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第
十
一
条

境
界
に
関
す
る
措
置

１

締
約
国
は
、
人
の
移
動
の
自
由
に
関
す
る
国
際
的
な
約
束
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
人
身
取
引
を
防
止
し
及
び
探
知

す
る
た
め
に
必
要
な
境
界
管
理
を
可
能
な
範
囲
内
で
強
化
す
る
。

２

締
約
国
は
、
商
業
運
送
業
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
輸
送
手
段
が
第
五
条
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
に
利
用
さ

れ
る
こ
と
を
可
能
な
範
囲
内
で
防
止
す
る
た
め
、
立
法
そ
の
他
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

３

２
の
措
置
に
は
、
適
当
な
場
合
に
は
及
び
適
用
可
能
な
国
際
条
約
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
商
業
運
送
業
者
（
あ
ら

ゆ
る
運
輸
業
者
又
は
輸
送
手
段
の
所
有
者
若
し
く
は
運
航
者
を
含
む
。
）
が
す
べ
て
の
乗
客
が
受
入
国
へ
の
入
国
に
必
要
な

旅
行
証
明
書
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
義
務
を
定
め
る
こ
と
を
含
む
。

４

締
約
国
は
、
自
国
の
国
内
法
に
従
い
、
３
に
規
定
す
る
義
務
に
つ
い
て
の
違
反
が
あ
っ
た
場
合
の
制
裁
を
定
め
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
と
る
。

５

締
約
国
は
、
自
国
の
国
内
法
に
従
い
、
こ
の
議
定
書
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
に
関
与
し
た
者
の
入
国
を
拒
否
し
又
は

査
証
を
取
り
消
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

６

締
約
国
は
、
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
第
二
十
七
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
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く
、
特
に
、
直
接
の
連
絡
経
路
を
設
け
及
び
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
境
界
管
理
当
局
の
相
互
間
の
協
力
を
強
化
す
る
こ
と

を
検
討
す
る
。

第
十
二
条

文
書
の
安
全
及
び
管
理

締
約
国
は
、
利
用
可
能
な
手
段
の
範
囲
内
で
、
次
の
目
的
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
。

当
該
締
約
国
が
発
給
す
る
旅
行
証
明
書
又
は
身
分
証
明
書
が
容
易
に
悪
用
さ
れ
ず
、
か
つ
、
偽
造
さ
れ
な
い
品
質
又
は

不
法
に
改
変
さ
れ
ず
、
模
造
さ
れ
ず
若
し
く
は
発
給
さ
れ
な
い
品
質
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

締
約
国
に
よ
っ
て
又
は
締
約
国
の
た
め
に
発
給
さ
れ
る
旅
行
証
明
書
又
は
身
分
証
明
書
の
完
全
性
及
び
安
全
を
確
保

し
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
証
明
書
の
不
法
な
作
成
、
発
給
及
び
使
用
を
防
止
す
る
こ
と
。

第
十
三
条

文
書
の
正
当
性
及
び
有
効
性

締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
自
国
の
国
内
法
に
従
い
、
合
理
的
な
期
間
内
に
、
自
国
の
名
に

お
い
て
発
給
さ
れ
又
は
発
給
さ
れ
た
と
さ
れ
る
旅
行
証
明
書
又
は
身
分
証
明
書
で
あ
っ
て
人
身
取
引
に
使
用
さ
れ
て
い
る
疑
い

が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
正
当
性
及
び
有
効
性
を
確
認
す
る
。

Ⅳ

最
終
規
定
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第
十
四
条

保
留
条
項

１

こ
の
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
際
法
（
国
際
人
道
法
及
び
人
権
に
関
す
る
国
際
法
、
特
に
適
用
可
能
な
場
合
に
は

難
民
の
地
位
に
関
す
る
千
九
百
五
十
一
年
の
条
約
及
び
千
九
百
六
十
七
年
の
議
定
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
ノ
ン
・
ル

フ
ー
ル
マ
ン
原
則
を
含
む
。
）
の
下
に
お
け
る
国
及
び
個
人
の
権
利
、
義
務
及
び
責
任
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

２

こ
の
議
定
書
に
規
定
す
る
措
置
は
、
人
身
取
引
の
被
害
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
人
を
差
別
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
な
い

よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
か
つ
、
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
の
解
釈
及
び
適
用
は
、
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
無
差
別
の
原
則

に
従
う
。第

十
五
条

紛
争
の
解
決

１

締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
を
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
す
る
よ
う
努
め
る
。

２

こ
の
議
定
書
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
締
約
国
間
の
紛
争
で
交
渉
に
よ
っ
て
合
理
的
な
期
間
内
に
解
決
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
は
、
い
ず
れ
か
の
紛
争
当
事
国
の
要
請
に
よ
り
、
仲
裁
に
付
さ
れ
る
。
仲
裁
の
要
請
の
日
の
後
六
箇
月
で
仲
裁

の
組
織
に
つ
い
て
紛
争
当
事
国
が
合
意
に
達
し
な
い
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
紛
争
当
事
国
も
、
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
に
従

っ
て
国
際
司
法
裁
判
所
に
紛
争
を
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
署
名
、
批
准
、
受
諾
若
し
く
は
承
認
又
は
こ
の
議
定
書
へ
の
加
入
の
際
に
、
２
の
規
定
に
拘

束
さ
れ
な
い
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
締
約
国
は
、
そ
の
よ
う
な
留
保
を
付
し
た
締
約
国
と
の
関
係
に
お
い
て

２
の
規
定
に
拘
束
さ
れ
な
い
。

４

３
の
規
定
に
基
づ
い
て
留
保
を
付
し
た
締
約
国
は
、
国
際
連
合
事
務
総
長
に
対
す
る
通
告
に
よ
り
、
い
つ
で
も
そ
の
留
保

を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条

署
名
、
批
准
、
受
諾
、
承
認
及
び
加
入

１

こ
の
議
定
書
は
、
二
千
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
ま
で
は
イ
タ
リ
ア
の
パ
レ
ル
モ
に
お
い
て
、
そ
の
後
は
、
二
千
二

年
十
二
月
十
二
日
ま
で
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
に
あ
る
国
際
連
合
本
部
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
国
に
よ
る
署
名
の
た
め
に
開
放
し

て
お
く
。

２

こ
の
議
定
書
は
、
ま
た
、
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
の
構
成
国
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
国
が
１
の
規
定
に
従

っ
て
こ
の
議
定
書
に
署
名
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
機
関
に
よ
る
署
名
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。

３

こ
の
議
定
書
は
、
批
准
さ
れ
、
受
諾
さ
れ
又
は
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
は
、
国

際
連
合
事
務
総
長
に
寄
託
す
る
。
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
は
、
そ
の
構
成
国
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
国
が
批
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准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
を
寄
託
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
機
関
の
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
を
寄
託
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
当
該
機
関
は
、
当
該
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
に
お
い
て
、
こ
の
議
定
書
の
規
律
す
る
事
項
に
関
す
る
自

己
の
権
限
の
範
囲
を
宣
言
す
る
。
ま
た
、
当
該
機
関
は
、
自
己
の
権
限
の
範
囲
の
変
更
で
関
連
す
る
も
の
を
寄
託
者
に
通
報

す
る
。

４

こ
の
議
定
書
は
、
す
べ
て
の
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
で
あ
っ
て
そ
の
構
成
国
の
う
ち
少
な
く
と
も
一

の
国
が
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
で
あ
る
も
の
に
よ
る
加
入
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。
加
入
書
は
、
国
際
連
合
事
務
総
長
に

寄
託
す
る
。
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
は
、
そ
の
加
入
の
際
に
、
こ
の
議
定
書
の
規
律
す
る
事
項
に
関
す
る
自
己

の
権
限
の
範
囲
を
宣
言
す
る
。
ま
た
、
当
該
機
関
は
、
自
己
の
権
限
の
範
囲
の
変
更
で
関
連
す
る
も
の
を
寄
託
者
に
通
報
す

る
。

第
十
七
条

効
力
発
生

１

こ
の
議
定
書
は
、
四
十
番
目
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に
効
力

を
生
ず
る
。
た
だ
し
、
こ
の
議
定
書
は
、
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
の
効
力
発
生
前
に
効
力
を

生
ず
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
１
の
規
定
の
適
用
上
、
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
て
寄
託
さ
れ
る
文
書
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は
、
当
該
機
関
の
構
成
国
に
よ
っ
て
寄
託
さ
れ
た
も
の
に
追
加
し
て
数
え
て
は
な
ら
な
い
。

２

四
十
番
目
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
が
寄
託
さ
れ
た
後
に
こ
の
議
定
書
を
批
准
し
、
受
諾
し
、
承
認
し

又
は
こ
れ
に
加
入
す
る
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
つ
い
て
は
、
こ
の
議
定
書
は
、
当
該
国
又
は
地
域
的

な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
り
こ
れ
ら
の
文
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
又
は
１
の
規
定
に
よ
り
こ
の
議

定
書
が
効
力
を
生
ず
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

第
十
八
条

改
正

１

こ
の
議
定
書
の
締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
効
力
発
生
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
後
は
、
改
正
を
提
案
し
及
び
改
正
案
を
国

際
連
合
事
務
総
長
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
事
務
総
長
は
、
直
ち
に
、
締
約
国
及
び
締
約
国
会
議
に
対
し
、
改
正
案

を
そ
の
審
議
及
び
決
定
の
た
め
に
送
付
す
る
。
締
約
国
会
議
の
会
合
に
お
け
る
議
定
書
の
締
約
国
は
、
各
改
正
案
に
つ
き
、

コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
り
合
意
に
達
す
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
う
。
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
も

か
か
わ
ら
ず
合
意
に
達
し
な
い
場
合
に
は
、
改
正
案
は
、
そ
の
採
択
の
た
め
、
最
後
の
解
決
手
段
と
し
て
、
締
約
国
会
議
の

会
合
に
出
席
し
か
つ
投
票
す
る
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。

２

地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
の
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
で
あ
る
そ
の
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構
成
国
の
数
と
同
数
の
票
を
投
票
す
る
権
利
を
行
使
す
る
。
当
該
機
関
は
、
そ
の
構
成
国
が
自
国
の
投
票
権
を
行
使
す
る
場

合
に
は
、
投
票
権
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
逆
の
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

３

１
の
規
定
に
従
っ
て
採
択
さ
れ
た
改
正
は
、
締
約
国
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
、
受
諾
さ
れ
又
は
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

１
の
規
定
に
従
っ
て
採
択
さ
れ
た
改
正
は
、
締
約
国
が
国
際
連
合
事
務
総
長
に
当
該
改
正
の
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認

書
を
寄
託
し
た
日
の
後
九
十
日
で
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。

５

改
正
は
、
効
力
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
改
正
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
を
表
明
し
た
締
約
国
を
拘
束
す

る
。
他
の
締
約
国
は
、
改
正
前
の
こ
の
議
定
書
の
規
定
（
批
准
し
、
受
諾
し
又
は
承
認
し
た
従
前
の
改
正
を
含
む
。
）
に
よ

り
引
き
続
き
拘
束
さ
れ
る
。

第
十
九
条

廃
棄

１

締
約
国
は
、
国
際
連
合
事
務
総
長
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
議
定
書
を
廃
棄
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
廃
棄
は
、
同
事
務
総
長
が
そ
の
通
告
を
受
領
し
た
日
の
後
一
年
で
効
力
を
生
ず
る
。

２

地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
は
、
当
該
機
関
の
す
べ
て
の
構
成
国
が
こ
の
議
定
書
を
廃
棄
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
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議
定
書
の
締
約
国
で
な
く
な
る
。

第
二
十
条

寄
託
者
及
び
言
語

１

国
際
連
合
事
務
総
長
は
、
こ
の
議
定
書
の
寄
託
者
に
指
定
さ
れ
る
。

２

ア
ラ
ビ
ア
語
、
中
国
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
及
び
ス
ペ
イ
ン
語
を
ひ
と
し
く
正
文
と
す
る
こ
の
議
定
書
の

原
本
は
、
国
際
連
合
事
務
総
長
に
寄
託
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
の
全
権
委
員
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
議
定
書
に
署
名
し
た
。


